
国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
て は 以 下 の と お り で す。

1 ． 研 究 事 業 名 難 治 性 疾 患 政 策 研 究 事 業

2 ． 研 究 課 題 名 び ま ん 性 肺 疾 患 に 関 す る 調 査 研 究

3 ． 研 究 者 名 （ 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

4．倫理審査の状況

機関名国立大学法人浜松医科大学

所 属 研 究 機 関 長 職 名 学 長

氏 名 今 野 弘 之

(氏名・フリガナ）

2023年 3月 20日

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェック-す̅ること。

その他（特記事項）

須 田 隆 文 ・ ス ダ タ カ フ ミ

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ 浜松医科大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） □ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関におけるC o l の管理に関する規定の策定 有 ■無 口(無の場合はその理由； ）

当研究機関におけるC o l 委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCO I についての報告・審査の有無 有 ■ 無 口 ( 無 の 場合はその理由： ）

当研究に係るC o l についての指導・管理の有無 有 口 無 ■ （ 有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

4．倫理審査の状況

機 関 名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

難 治 件 疾 患 政 策 研 究 事 業

( 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

びまん性肺疾患に関する調査研究

(氏名

令 和 5 年 1 月

フ リ ガ ナ ） 千 葉 弘 文 （ チ バ

札幌医科大学

理事長

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

山 下 敏 彦

23日

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

ヒ ロ フ

6 利 益 相 反 の 管 理

～ ､

ミノ

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 札幌医科大学附属病院 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針 □ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機側におけるC olの管理に|則する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場合は委託先機関： ）

当研究に係るCo lについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCC Iについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1 ． 研 究 事 業 名 難 治 性 疾 患 政 策 研 究 事 業

2 ． 研 究 課 題 名 び ま ん 性 肺 疾 患 に 関 す る 調 査 研 究

3 ． 研 究 者 名 （ 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

4．倫理審査の状況

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

( 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ） 今 野 哲 ・ コ ンノ サ ト シ

令和5年2月15日

北海道大学

総 長

寳 金 渭 博

( X l ) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）末審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

’

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 北海道大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関におけるC C Iの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCO I 委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るC C I についての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るc o l についての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

4．倫理審査の状況

難 治 件 疾 患 政 策 研 究 事 業

(所属部署・職名）

びまん性肺疾患に関する調査研究

( 氏 名・フリガナ）坂東 政 司 ・バンドウ マ サ シ

令 和 5 年 2 月 2 4 日

医 学 部

自治医科大学

学長

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

教 授

永井 良 三

（※2）未審査に場合は、その理由を記救すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること｡

‘ 5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成す̅ること。

’

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 自治医科大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受誰 □

当研究機関におけるCO Iの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCo lについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1 ． 研 究 事 業 名 難 治 性 疾 患 政 策 研 究 事 業

2 ． 研 究 課題名びまん性肺疾患に関する調査研究

3．研究者名（所属部署_L職名)-_副所長

4．倫理審査の状況

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

(氏名

機関名公益財団法人結核予防会結核研究所

長 職 名 所 長

フ リ ガ ナ ） 慶 長 直 人 （ ケイ チ ョ ウ ー ナ オ ト ）

令和 5 年 3 月 6 日

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

加 藤 誠 + h ,

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃｣上前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。’

〆

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機|對の長も作成すること。

’ ｜’

該当性の有無

有 無有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※1）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■

結核予防会結核研究所

複十字病院
□

遺伝子治療等臨床研究に関する指fl □ ■ □ ■

厚生労働省の所管する実施機関における勤物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関におけるC olの管理に関する規定の策定
I

有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCol委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るC o l についての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ，）

I

当 研究に係るC o l についての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に
ついては以下のとおりです。

1 .研究事業名難治性疾患政策研究事業

2．研究課題名びまん性肺疾患に関する調査研究

3．研究者名

4．倫理審査の状況

所 属 研 究 機 | 淵 長 職 名 学 長

(所属部局・職名）医学部・ 教授

(氏名・フリガナ） 針谷正祥 ・ ハリガイ マサヨシ

機 関 名 東 京 女 子 医 科 大 学

令 和 5 年 3 月 2 5 日

氏 名 丸 義 朗

(X l )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み lにチェックし
一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査jにチェックすること。

その他（特記事項）

(※2）
(※3）

未審査に場合は、その理由を記戦すること。

廃止前の「疫学研究に閲する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、『ヒトゲノム・遺伝子解析研究に間する倫理指針』、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に堆拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研 究 倫 理 教 育 の 受 誹 状 況
1
1

6 ．利益相反の管理

当研究機関におけるc o lの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCO I委員会設笹の有無

当研究に係る c C l についての報告 ‘審査の有無

当研究に係るCO Iについての指導．管即の有無

(留意事項） ・該当寸一る□にチェックを入れること。

・分担研究者の所凧する機削の長も作成すること｡

’ 受 講 ■ 未 受識 □

有 ■無 □（無の場合はその理由

杓．■無 □（無の場合は委託先機関

肯■無 □（無の場合はその理由

h - 口 無 ■ （ 有の場合はその内容

）

）

）

）

該当性の有無
有 無

左記で該当がある場合のみ記入 （ ※ l ）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査(※2）
人 を 対 象 と す る 生 命 科 学 ・ 医 学 系 研 究 に 関 す る 倫 理 指 針
(※3）

□ ■

□ ■

□
｜ ｜ □I
I

l

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

厚生労働省の所管する実施機関における勅物実験

等 の 実 施 に 関 す る 基 本 指 針
□ ■

□ i □
I

そ の 他 、 該 当 す る 倫 理 指 針 が あ れ ば 記 入 す る こ と

（指針の名称： ）
□ ■

□ □
 
□

Ｐ
Ｇ
・
菩
口
ワ
ロ
ワ
■
■
８

□



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

機 関 名 東 邦 大 学

所 属 研 究 機 関 長 職 名 学 長

氏 名 高 松 研

4．倫理審査の状況

難治性疾患政策研究事業

( 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

びまん性肺疾患に関する調査研究

( 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ） 岸 一 馬 ・ キ シ カ ズ マ

令和 5 年 3 月 3 0 日

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関̅す̅る倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

’

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 東邦大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ |■

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関における c o l の 管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるC O I 委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るC o l についての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るC O I についての指導．管理の有無 有 口 無 ■ （ 有の場合はその内容：）



国 立 保 健 医 療 科 学 院 長 殿

次の職員の令和4年度 厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管
理については以下のとおりです。

1．研究事業名 難治性疾患政策研究事業

2．研究課題名 びまん性肺疾患に関する調査研究

3 ‘ 研 究 者 名 （ 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

4．倫理審査の状況

機関名国立大学法人東京医科歯科大学

所 属 研 究 機 関 長 職 名 学 長

氏名田 中 雄 二 郎

(氏名

令和 5 年 1 月 1 2 日

フ リ ガ ナ ） 宮 崎 泰 成

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に閨する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の｢疫学研究に関する倫理指針｣､｢臨床研究に関する倫理指針｣､「ﾋﾄゲﾉﾑ･遺伝子解析研究に閨する倫理指針｣､「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

ミ ヤ ザ キ ヤ ス ナ リ

6．利益相反の管理

当研究に係る c o l に ついての指導・管理の有無

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

’

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
指針（※3）

■ ｜ ■ ■

東京医科歯科大学医学部遺
伝子解析研究に関する倫理
審査委員会（受付番号
G2020-035)

□

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等
の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること
（指針の名称： ）

□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関におけるcolの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるC O I委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るC○ I についての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

有 口 無 ■ （ 有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1 ． 研究事業名難治性疾患政策研究事業

2．研究課題名びまん性肺疾患に関する調査研究

3．研究者名（所属部署・職名）所長

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

4．倫理審査の状況

( 氏 名 ・ フ リ ガナ）小倉高志（オグラタカシ）

神奈川県立循環器呼吸器病センター

所長

令和5年3月17日

小 倉 高 志

(X l )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） 該当する□にチェックを入れること。
分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※l）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■

神奈川県立循環器呼吸器病セ

ンター研究倫理審査委員会
□

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること
（指針の名称： ）

□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関におけるCo lの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCO Iについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るC OIについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3、研究者名

4．倫理審査の状況

・機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

難 治 性 疾 患 政 策 研 究 事 業

( 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

びまん性肺疾患に関する調査研究(20FC1033)

( 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ） 吾 妻 安 良 太 ・ ア ヅ マ ア ラ タ

令和 5 年 3 月 1 7 日

氏 名

日本医科大学

学 長 。

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

弦 間 昭 彦

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 1

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とす̅る生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ □

0

□．

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ 口濁，
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関す̅る基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること
（指針の名称： ）

□ ■ □
ﾔ ｰ

□

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関におけるc C lの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由； ）

1

当研究機関におけるc o l委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）
』

当研究に係るC O Iについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1 ． 研 究 事 業 名 難 治 性 疾 患 政 策 研 究 事 業

2．研究課題名

3．研究者名

4．倫理審査の状況

機関名

所属研究機関長職 名

氏 名

(所属部署・職名）医学部・呼吸器内科学・教授

びまん性肺疾患に関する調査研究

(氏名 フ リ ガ ナ ） 橋 本 直 純 ・ ハ シ モ ト ナ オ ズ

2023年 3月 31日

藤田医科大学

学長

(Xl )当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

湯 澤 由 紀 夫

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） 該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

’

『
、
、

該 当 性 の 有 無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 藤田医科大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） □ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 |受講■末受講□

当研究機関におけるC o lの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ ( 無 の 場合はその理由：）

当研究機関におけるC o l委員会設置の有無 有 ■無 □ (無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCO Iについての報告・審査の有無 有 ■無 □ (無の場合はその理由： ）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1 ． 研 究 事 業 名 難 治 性 疾 患 政 策 研 究 事 業

2 ． 研 究 課 題 名 び ま ん 性 肺 疾 患 に 関 す る 調 査 研 究

3 ． 研 究 者 名 （ 所 属 部 署 ・ 職 名 ） 公 立 陶 生 病 院 副 院 長

4．倫理審査の状況

機 関 名 公 立 陶 生 病 院

所 属 研 究 機 関 長 職 名 院 長

(氏名 フ リ ガ ナ ） 近 藤 康 博 （ コ ン ド ウ ヤ ス ヒ ロ ）

令和 5年 3月 8日

氏 名

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

味 岡 正 純

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象と す る 医 学 系 研 究 に 関 す る 倫 理 指 針 」 に 準 拠 す る 場 合 は 、 当 該 項 目 に 記 入 す る こ と 。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■

公立陶生病院 医の倫理委員

会
□

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関におけるco lの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるco l委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 口無 ■（無の場合はその理由；当院の規定により、金額100万円以下

の場合は報告・審査は不要であるため。）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口 無 ■ （ 有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

4．倫理審査の状況

難治性疾患政策研究事業

( 所 属 部 署

びまん性肺疾患に関する調査研究

(氏名

2 0 2 3 年 1 月 2 3 日

職 名 ） 医 学 部 ・ 教 授

フ リ ガ ナ ） 伊 達 洋 至 ・ ダ テ ヒ ロ シ

京都大学

総長

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

澪 長 博

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

’
6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※ '）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関におけるco lの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由； ）

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るCo lについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



令和5年  3月 31日 
 
 国立保健医療科学院長 殿 

                                                                                            
                  
                              機関名 国立病院機構 

近畿中央呼吸器センター 
 
                      所属研究機関長 職 名 院長 
                                                                                      
                              氏 名   尹 亨彦        
 
   次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に
ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名    難治性疾患政策研究事業                           

２．研究課題名    びまん性肺疾患に関する調査研究                       

３．研究者名  （所属部局・職名） 臨床研究センター・センター長                  

    （氏名・フリガナ） 井上 義一・イノウエ ヨシカズ                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 近畿中央呼吸器センター □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2．研究課題名

3．研究者名

4．倫理審査の状況

機関名

所属研究機関長職 名

氏 名

難治性疾患政策研究事業

(所属部署・職名）

びまん性肺疾患に関する調査研究

(氏名・フリガナ）

令 和 5 年 2 月 2 日

その他、該当する倫理指針があれば記入す̅ること

（指針の名称： ）

大阪医科薬科大学

学長

佐 野 浩 一

医学部・功労教授

( X l ) 当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

寺 | 暗 文 生 ・ テ ラ サ キ フ ミ オ

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※ 3）廃止前の ｢ 疫学研究に関する倫理指針 ｣ 、 ｢ 臨床研究に関する倫理指針 ｣ 、「 ﾋ ﾄ ゲ ﾉ ﾑ ･ 遺伝子解析研究に閨する倫理指針 ｣ ､ ｢ 人を対
象とする医学系研究に関す̅る倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

□ ■ ■ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関におけるCO I の管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCO I 委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当 研 究 に 係 る C ○ I に つ い て の 報 告 ・ 審 査 の 有 無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場合はその理由： ）

当研究に係るC o l についての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



2023年  1月 29日 
 
 国立保健医療科学院長   殿 
                                                                                              
                   
                     機関名 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院 

 
              所属研究機関長 職 名  院長 
 
                      氏 名  林 紀夫        
 

   次の職員の令和 4 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名    難治性疾患政策研究事業                           

２．研究課題名    びまん性肺疾患に関する調査研究                       

３．研究者名  （所属部署・職名） 放射線診断科・部長                                

    （氏名・フリガナ）   上甲 剛・ジョウコウ  タケシ                             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 

独立行政法人労働者健康安全

機構関西労災病院 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1 ． 研 究 事 業 名 難 治 性 疾 患 政 策 研 究 事 業

2 ． 研 究 課 題 名 び ま ん 性 肺 疾 患 に 関 す る 調 査 研 究

3．研究者名（所属部署・職名）医学部・教授

4．倫理審査の状況

機関名

所属研究機関長職 名

氏 名

( 氏 名 ・フリガナ）服部登・ハットリ ノ ボ ル

令 和 5 年 2 月 7 日

国立大学法人広島大学

学長

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

越 智 光 夫

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に閨する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 広島大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） □ ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関におけるCO I の管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ ( 無 の 場合はその理由： ）

当研究機関におけるC O I 委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るC O I についての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究に係るC C I についての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容： ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1．研究事業名

2 ．研究課題名びまん性肺疾患に関する調査研究

3．研究者名（所属部署・職名）医学部・教授

難治性疾患政策研究事業

4．倫理審査の状況

機関名

所 属 研 究 機 関 長 職 名

氏 名

(氏名 フ リ ガ ナ ） 西 岡 安 彦 ・ ニ シ オ カ ヤ ス ヒ コ

令 和 5 年 4 月 3 日

徳島大学

学 長

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

河 村 保 彦

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

|研究倫理教育の受講状況
6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
■ □ ■ 徳島大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ ■

厚生労ｲ勅省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ ■

当研究機関におけるC O Iの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるC o l 委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係る C O I に つ いての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場合はその理由： ）

当研究に係る c o l に ついての指導・管理の有無 有 口 無 ■ （ 有の場合はその内容：）

受講 ■ 未 受講 □



国立保健医療科学院長殿

、次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に
ついては以下のとおりです。

1 . 研究事業名

2．研究課題名びまん性肺疾患に関する調査研究

3．研究者名 ′ ( 所属

難治性疾患政策研究事業

4．倫理審査の状況

機関名国立大学法人長崎大学

所 属 研 究 機 関 長 職 名 学 長

氏 名 河 野 茂

部署・職名）

(氏名・フリガナ）福岡｜| |自也・フクオカジュンヤ

医 学

令 和 5 年 3 月 3 1 日

部 教 授

(%I )当該研究者が当骸研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に|則する倫即委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の蒋從が完｣'していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その恥'1を記戦すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫1I1指針｣、「ヒトケノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に間する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・ 該 当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

月 ハ ､ 、J - i I I f

左記で該当がある場合のみ記入（※I）

審査済み ． 審査した機関 未審査（※2）

人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫蝿

指針（※3）
■ □ ■ 長|崎大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労{伽省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針 □ ■

I

□ □

その他、該当する倫1IM指針があれば記入すること

（指針の名称： ． ）
□ ■ □

可

□

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未 受講 □

当研究機関におけるCO Iの管理に関する規定の策定 有 ■無 □ (無の場合はその理由： ）
セ』

当研究機関におけるCO I委員会設置の有無 有 ■無 口 (無の場合は委託先機関： ）
J

1

当研究に係るCO Iについての報告・審査の有無 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）
○

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有 口無 ■（有の場合はその内容； ）



国立保健医療科学院長 殿

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における､倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1 ． 研 究 事 業 名 難 治 性 疾 患 政 策 研 究 事 業

2 ． 研 究 課 題 名 び ま ん 性 肺 疾 患 に 関 す る 調 査 研 究

3．研究者名（所属部署・職名）大学院医学系研究科・教授

4．倫理審査の状況

機関名

所属研究機関長職 名

氏 名

( 氏 名 ・ フ リ ガ ナ ） 宮 下 光 令 （ ミ ヤ シ タ ミ ツ ノ リ ）

2023年 3月 7日

国立大学法人東北大学

総 長

(Xl)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし-部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

大 野 英 男

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針｣、「人を対
象とする医学系研究に関す̅る倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入す̅ること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

6．利益相反の管理

(留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

該当性の有無

有 無

左記で該当がある場合のみ記入（※'）

審 査 済 み 審 査 し た 機 関 未審査（※

人を対象とする生命科学 ･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□ ■ □ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
□ ■ □ □

|研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未受講 □

当研究機関におけるC OIの管理に関する規定の策定 有 ■無 □(無の場合はその理由： ）

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■無 □(無の場合は委託先機関： ）

当研究に係るco lについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ ( 無 の 場合はその理由：）

当研究に 係 る c o l に つ いての 指 導 ・ 管 理 の 有 無 有 ■無 □（有の場合はその内容：研究実施の際の留意点を示した。）




